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【表紙】
沼津駅付近連続立体交差事業に
より移転する新貨物ターミナル
を、３次元点群データとゲーム
エンジンを活用して再現（当事
業についてはP.18に掲載）



都市局の事業概要

静 岡 県 の 都 市 局

静 岡 県 の 都 市 計 画

都 市 局 の 当 初 予 算

主 要 事 業

Ｐ．２

Ｐ．４

Ｐ．８

Ｐ．10

01 被災地への支援

02 持続可能なまちづくりの推進

03 都市計画に関する各種計画の作成・促進

04 地域公共交通への支援

05 地価調査

06 市街地再開発事業

07 土地区画整理事業

08 景観形成

09 連続立体交差事業

10 街路整備事業

11 下水道事業

12 浄化槽整備事業

13 公園事業

14 都市のDX化に向けた取組



静岡県 交通基盤部

政策管理局 建設経済局 建築管理局 道路局 河川砂防局 港湾局 都市局
職員数 78人

組織構成

静岡県都市局は、静岡県の建設行政を
所管している交通基盤部に属しています。
この交通基盤部の幹部に、都市政策推進
担当の理事が置かれています。

都市局では、予算・決算や総務事務を
所掌する経理調整班と、７つの課に分か
れ、都市づくりの計画や、街路・公園・
下水道などの都市の基盤となる施設を整
備・管理しています。このほか、市町や
組合等に対して、技術的助言なども行っ
ています。

都市局には、都市局⾧を幹部に置き、
合計で78人の職員が職務を遂行していま
す。このうち、女性職員はおよそ５分の
１を占めています。

都市局⾧

５人

４人

１人

13人

11人

２人

７人

５人

２人

７人

６人

１人

８人

７人

１人

14人

14人

０人

10人

６人

４人

13人

８人

５人

※凡例 上段：合計職員数、中段：男性 、下段：女性

景観まちづくり課 街路整備課 生活排水課 公園緑地課土地対策課地域交通課都市計画課経理調整班

部⾧代理

静岡県の都市局

部⾧

理事（土木技術担当、交通ネットワーク担当、防災技術担当、都市政策推進担当）

男性 女性

62人

16人



￥

持続可能で、機能的で暮らしやすい市

街地の形成を図るため、都市の将来像を

明らかにした都市計画のマスタープラン

を策定しています。

また、これに即した都市計画の決定等

を推進しています。

⇒ 関連ページ P.11～12、P.23

地域住民の生活を支える鉄道、バス等

の維持・活性化を図り、公共交通サービ

スを提供するため、鉄道事業者、バス事

業者、市町等を対象に事業費の助成を

行っています。

⇒ 関連ページ P.13

適正な土地利用と地価の形成を図るた

め、関係法令等に基づき、土地利用事業、

開発行為等の審査指導を行っています。

また、土地取引、土地価格に関する調査

等を行っています。

⇒ 関連ページ P.14

県土・郷土の誇りとなる良好な景観の

形成を推進するとともに、既成市街地の

再整備によりまちなか居住を促進し、集

約型のまちづくりを進めています。

⇒ 関連ページ P.15～17

都市計画課

地域交通課

土地対策課

景観まちづくり課

街路整備課

生活排水課

公園緑地課

都市において渋滞緩和による円滑な交

通の確保や沿道利用の促進、歩行空間の

創出による安全性の確保を図るため、幹

線街路の整備を行っています。また、交

通の円滑化や市街地の一体化を図るため、

鉄道高架事業を推進しています。

⇒ 関連ページ P.18～19

公共用水域の水質汚濁を防止し、良好

な水環境や快適な生活環境を保全するた

め、下水道や合併処理浄化槽などの整備

促進を図っています。また、河川管理者

と連携して、排水不良地域や浸水地域の

解消を図っています。

⇒ 関連ページ P.20～21

都市生活の快適性、安全性を確保する

上で基盤となる都市公園や心地よい親水

性を持った緑地等、潤いのある空間を確

保するため、県営都市公園の適切な管理

運営を行っています。また、都市公園及

び緑地の整備も行っています。

⇒ 関連ページ P.22

各課の所掌事務



都市計画区域
（都市計画法第5条）

都市計画区域外準都市計画区域
（都市計画法第5条の2）

静岡県の都市計画
本県の都市計画区域

都市計画区域は、健康で文化的な都市
生活と機能的な都市活動を確保するとい
う都市計画の基本理念を達成するため、
都市計画法その他の関連法の適用を受け
るべき土地の区域です。

本県では、21区域、32市町において都
市計画区域を指定しています。また、１
市において準都市計画区域を指定してい
ます。

静岡県都市計画ガイドブック
本県では、より多くの方に都市計画に

関する理解を深めていただくため、「静
岡県都市計画ガイドブック」を発刊して
います。

県ＨＰで閲覧できますので、是非、ご
利用ください。

都市計画を少しでも身近なものにして
いただき、これからのまちづくりに役立
てていただければ幸いです。



都市計画区域において、無秩序な市街
地の拡大を防止し、効率的な公共投資と
計画的な市街地形成を図るため、市街化
区域と市街化調整区域の区分を定めるこ
とができます。これを「区域区分」とい
い、一般的に「線引き」と言います。

市街化区域は、優先的、計画的に市街
化を図る区域で、道路、公園、下水道等
の都市基盤施設を重点的に整備するほか、
土地区画整理事業・市街地再開発事業等
の面的整備事業を実施する区域です。

一方、市街化調整区域は、自然環境保
全や農林業振興のため、市街化を抑制す
る区域で、都市的土地利用を行う場合、
県または市町の許可が必要となります。

線引き都市計画区域（10区域17市町） 非線引き都市計画区域（11区域15市町）

※ 上表の数値は、令和４年３月31日現在。

※ 都市計画区域は当該都市計画区域の陸域を示す。

都市計画
区域名 市町名

都市計画区域

面積

(ha)

人口

（人）

田方広域
伊豆の国市 9,462 47,046

函南町 6,516 36,882

御殿場小山
広域

御殿場市 11,423 83,969

小山町 10,423 17,359

東駿河湾
広域

三島市 6,202 106,740

沼津市 13,877 186,154

⾧泉町 2,125 43,267

清水町 881 31,748

裾野 裾野市 11,381 49,410

岳南広域
富士市 21,106 248,368

富士宮市 30,209 128,706

静岡 静岡市 23,490 665,704

志太広域
藤枝市 11,222 139,554

焼津市 7,030 136,623

磐田 磐田市 16,296 167,375

浜松 浜松市 51,455 771,134

湖西 湖西市 8,656 58,230

都市計画
区域名 市町名

都市計画区域

面積

(ha)

人口

（人）
南伊豆 南伊豆町 9,247 7,594

下田 下田市 4,444 16,318

河津 河津町 2,570 5,736

東伊豆 東伊豆町 4,223 11,276

伊東 伊東市 12,402 65,927

熱海 熱海市 6,177 34,301

伊豆 伊豆市 36,397 28,597

島田 島田市 5,762 86,756

榛南・南遠
広域

吉田町 2,073 29,110

牧之原市 8,003 36,251

御前崎市 3,854 24,669

東遠広域
掛川市 21,164 113,764

菊川市 6,193 43,114

中遠広域
袋井市 10,833 88,505

森町 3,198 15,742

準都市計画区域（１区域１市）

準都市計画
区域名 市町名

都市計画区域

面積

(ha)
牧之原市 牧之原市 3,108

区域区分（線引き）



県土に占める都市計画区域面積等 県人口に占める都市計画区域人口等

（参照：静岡県の都市計画（資料編）令和５年３月31日現在、静岡県市町別人口推計 令和５年４月１日現在）

県土面積
777,728 ha

県人口
3,561,252人

用途地域
57,603ha(7.4%)

2,511,709人(70.5%)

都市計画区域
378,294ha(48.6%)

3,525,929人(99.0%)

市街化区域
46,463ha(6.0%)

2,198,631人(61.7%)





道路費 河川砂防費 港湾費 都市費 その他
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静岡県の令和６年度当初予算は、１兆
3,160億円です。このうち、インフラ関
係の予算である交通基盤費は、1,212億
円で、全体の9.2％を占めています。

都市局の予算は、この交通基盤費に含
まれています。

また、交通基盤費のほかにも、交通基
盤部が所管する予算に、災害対策費があ
ります。

都市局の令和６年度当初予算は、175.7
億円です。これは、交通基盤費の14.5％を
占めています。

都市局の予算は、平成24年度をピー
クに減少傾向にありますが、近年は３
年連続で増加しています。

1,212億円
175.7億円
(14.5％)

都市局の当初予算
静岡県交通基盤部の予算

静岡県都市局の予算

都市局の予算の推移
210億円 175.7億円

（億円）

健康福祉費 教育費 公債費 交通基盤費

経済産業費 災害対策費 その他

１兆3,160億円

1,212億円
(9.2％)



令和６年度の都市計画関連事業のうち、国から補助を受けて進めている事業の予算は、
県全体で約 409 億円です。

これには、県が実施しているものと、市町や組合が実施しているものがあります。

静岡県都市局の予算の内訳

県が実施する都市計画関連事業
は、優良建築物等整備事業、街路
整備事業、連続立体交差事業、下
水道事業、都市公園事業がありま
す。令和６年度の当初予算は約
64.1億円です。

また、市町や組合などが実施す
る都市計画関連事業は、約 345.3億
円です。下水道事業、都市構造再
編集中支援事業、土地区画整理事
業、市街地再開発事業等（住宅局
所管事業を含む）、街路事業など、
さまざまな取組が進められていま
す。

静岡県では、県や市町・組合が
一体となって、都市計画関連事業
に取り組んでいます。

県が実施する事業（ 約 64.1 億円 ）

市町や組合が実施する事業（ 約 345.3 億円 ）

街路整備事業 連続立体交差事業 下水道事業 都市公園事業

優良建築物等整備事業

国庫補助事業の当初内示

都市防災推進事業 土地区画整理事業 市街地再開発事業等

都市再生整備計画事業 都市構造再編集中支援事業 街路整備事業

連続立体交差事業 都市公園事業等 下水道事業

※ 上のグラフは、ソフト施策に関する事業を省略して表示

※ 上のグラフは、ソフト施策に関する事業を省略して表示



大規模災害が発生し、壊滅的な被害を受
けた場合、市街地の基盤整備は産業・住
宅・教育など他分野に先立ち、早期の復興
まちづくり計画策定・事業着手・完了が求
められます。

このため、発災後の迅速かつ円滑な復興
を進めるため、あらかじめ復興の課題を想
定し、被災後のまちづくりの方向性や進め
方等を定める「事前都市復興計画」策定を
加速化するよう取り組んでいます。

被
災
地
へ
の
支
援

交通混雑状況

下水道被害に対する支援について

令和６年１月１日（月）16時10分頃、石
川県能登地方を震源とする最大震度７の地
震が発生し、家屋倒壊や火災等の被害が多
数発生しました。

本県では、下水道施設の被害調査のため、
県・市町が一丸となって、被災地に向けて
応援職員を派遣しています。

職員派遣の概要

派遣期間 令和６年１月８日～３月28日
派遣先 石川県中能登町、津幡町、

かほく市、能登町
派遣要員 計 30名
活動内容 一次調査： 73,830m

二次調査： 8,230m(※)
(※)二次調査は（公社）日本下水道管路管理業

協会と共同で実施 【写真】
01 調査結果取りまとめ作業
02 マンホール周辺路面被害状況
03 マンホールの異常の有無の確認（津幡町）
04 マンホールの異常の有無の確認（中能登町）
05 管渠内の被害状況確認（TVカメラ調査）
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令和６年 能登半島地震の復興支援

静岡県における取組
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都市計画区域ごとに、⾧期的な視点から
都市の将来像とその実現に向けた道筋を示
す「都市計画区域マスタープラン」を策定
し、社会経済情勢の変化に対応するため、
概ね５年ごとに見直しを行っています。

都市を取り巻く社会経済情勢の変化に加
え、新たな潮流等に対応するため、「静岡
県都市計画区域マスタープラン策定方針」
の改定を令和４年度に行い、各都市計画区
域マスタープランの見直しを令和７年度に
実施します。

都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープランには、
①都市計画の目標、②区域区分の決定の有
無及び区域区分を定める際の方針、③主要
な都市計画の決定の方針を定めます。土地
利用や都市施設などの個別の都市計画は、
この都市計画区域マスタープランに即して
定めています。

都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープランの見直し

静岡県の魅力と活力を継承する持続可能な集約連携型都市づくり都市づくりの目標

【写真】
01 静岡県の将来都市構造
02 都市づくりの目標
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総合都市交通体系調査の実施 立地適正化計画の作成支援

平成26年の都市再生特別措置法の改正に
より、市町村によるコンパクトなまちづく
りを支援するための制度として「立地適正
化計画制度」が創設されました。

これにより、市町村は、居住や医療・福
祉・商業等の様々な都市機能を拠点に誘
導・集約し、公共交通で拠点を結ぶ「コン
パクト・プラス・ネットワーク」の考え方
のもと、持続可能な都市づくりを目指して、
計画の作成・推進に取り組んでいます。

本県では、コンパクトなまちづくりを推
進するため、「立地適正化計画広域連絡協
議会」を設置し、市町が進める取組を支援
しています。

この協議会では、国や県から計画に関す
る情報を共有するほか、他分野の情報も提
供し、担当者の見識を深めており、市町の
計画の作成・変更に役立てられています。

【写真】
01都市交通マスタープラン
のイメージ（都市圏構造図
は前回調査）
03 立地適正化計画の概要図

都市交通の総合計画である都市交通マス
タープランを策定するための調査で、概ね
20年後の都市圏の将来像を見据えて、パー
ソントリップ調査などの都市交通実態調査
に基づき実施しています。

広域的なつながりを持つ都市圏ごとに策
定しており、西遠都市圏では、令和４年度
から調査を開始し、令和６年度の策定・公
表を目指しています。

今回調査では、世の中のテレワークやオ
ンラインショッピングの進展を受け、人の
移動だけでなく、自宅や移動先などでの活
動も捉えるシミュレーションモデル※で分析
しています。

都市機能誘導区域

居住誘導誘導区域

都 市 計 画 区 域

市 街 化 区 域都
市
計
画
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す
る

各
種
計
画
の
作
成
・
促
進

人
口
減
少
・
高
齢
化
が
進
む
中
、
特
に
地
方
都
市
に
お
い
て
は
、

地
域
の
活
力
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
医
療
・
福
祉
・
商
業
等
の

生
活
機
能
を
確
保
し
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
地

域
公
共
交
通
と
連
携
し
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

都市交通マスタープランの策定
立地適正化計画の作成支援

【調査エリア】７市町
浜松市、磐田市、掛川市、
袋井市、湖西市、菊川市、森町

※アクティビティベースドモデル
交通の発生原因である個人の意思・行動に着目し、人
の移動や活動をシミュレーションにより推定する方法



“ふじのくに”地域公共交通計画

人口減少や新型コロナウイルス感染拡大
等の影響により、厳しい状況に置かれてい
る地域公共交通を維持、活性化し、持続可
能で利便性の高い公共交通サービスを県民
に提供するため、新たに策定した“ふじのく
に”地域公共交通計画の推進を図ります。

社会情勢の変化に対する支援

新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り厳しい経営状況にあった中、更に燃料・
物価高騰の影響を大きく受けた地域公共交
通事業者に対して、県では、令和２年度か
ら新たな支援事業を社会情勢に合わせて進
化させながら継続的に実施し、公共交通の
維持を図っています。

バス・鉄道などの運行経費の一部や車両
の維持費用を支援

【写真】
01 鉄道車両の維持費助成
02 キャッシュレス決済システ
ムの整備
03 地域公共交通活性化協議会
（国、県、市町、交通事業者、
学識経験者等で構成）
04 “ふじのくに”地域公共交通
計画基本方針：「(上)地域の
足を支える公共交通の確保」
「(下)乗りやすい、乗ってみ
たい公共交通の提供」

主な支援
R2地域公共交通事業継続運行費助成
R4地域公共交通活性化推進事業費助成
R4運輸業物価高騰緊急対策事業費助成
R5地域公共交通物価高騰緊急対策事業費

支援内容

地
域
公
共
交
通
へ
の
支
援

地域公共交通計画の推進

地
域
鉄
道
や
乗
合
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
は
、
県
民
の
日
常

生
活
の
移
動
を
支
え
る
重
要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
利
用
者
数

の
減
少
等
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
交
通
事
業
者
に
対
し
て
は
、

安
全
対
策
や
路
線
維
持
の
た
め
、
国
や
県
な
ど
に
お
い
て
継
続
的
に

支
援
し
て
い
ま
す
。



目的と役割

地価調査は、国の地価公示とともに法令
に基づき実施する調査で、地価高騰・下落
の局面に関わりなく、土地対策の基本とな
る指標を提供するための貴重な調査として
位置付けられており、適正な地価の形成・
土地取引に寄与しています。

地価は景気動向を示す指標として見られ
ることもあり、地域ごと異なる事情や社会
経済情勢が多様な動向を示す中、県民の地
価への関心は高まっています。

地価調査結果は、情報（ソフト）インフ
ラとして活用してもらうため、静岡県GISで
公表するなど、適時適切に情報提供してい
ます。

令和５年地価調査結果

県内の地価は、住宅地及び商業地は下落
したものの昨年に引き続き下落率が縮小し、
工業地は上昇率が拡大しました。

過疎化の進行する地域等で下落傾向にあ
るものの、生活利便性の良い住宅地や、顧
客の回遊や観光客の賑わいが見られる商業
地、高速道路ＩＣに近く交通利便性の良い
地域を中心とした工業地等では上昇傾向と
なっています。

【写真】
01 本県の平均変動率の推移
02 県内最高価格商業地周辺
03 地価調査結果の公開（静
岡県GIS）

地
価
調
査

地
価
調
査
は
、
県
内
の
基
準
地
６
１
０
地
点
に
つ
い
て
、
毎
年

７
月
１
日
時
点
の
１
㎡
当
た
り
の
標
準
価
格
を
調
査
、
判
定
す
る

も
の
で
、
毎
年
９
月
下
旬
に
公
表
し
て
い
ま
す
。

一
般
の
土
地
取
引
や
公
共
用
地
取
得
等
の
価
格
算
定
に
お
い
て
、

信
頼
性
の
高
い
公
的
な
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

適時適切な地価情報の提供



都
市
に
お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
高
度
利
用
と
都
市

機
能
の
更
新
を
図
る
た
め
、
一
定
規
模
以
上
の
街
区
を
形
成
す
る

既
成
市
街
地
に
お
い
て
、
老
朽
建
築
物
を
除
却
し
、
建
築
敷
地
、

建
築
物
及
び
公
共
施
設
を
一
体
的
・
総
合
的
に
整
備
し
て
い
ま
す
。

県
内
事
業
中
箇
所
：
６
市
7
地
区
、
８
．
５
ｈ
ａ

・施行者 ： 三島駅南口東街区Ａ地区
市街地再開発組合

・規 模 ： 延べ床面積約55,800㎡、４棟、
高さ約90ｍ他

・期 間 ： 令和２年度～令和９年度（予定）
・事業費 ： 261億円
・内 容 ： 住宅、商業、医療、保育園、駐車場等

三島駅南口東街区

事業概要

本事業は、伊豆の玄関口であるJR三島駅
前において、健康医療拠点を整備すること
により、土地の合理的かつ健全な高度利用、
都市機能の更新、賑わいの創出、中心市街
地の活性化及び三島市の持続的発展を図る
ものです。

• 都市計画決定に係る協議（都市計画法）
• 組合設立認可、権利変換計画認可（都市

再開発法）
• 県補助金の助成

県の取組

【写真】
01 JR三島駅南口（現況）
02 事業完成のイメージ（市
街地再開発事業により住宅、
商業、医療施設等を配置）
03 平面図と周辺の将来イ
メージ

JR三島駅南口

市街地再開発事業

定期借地事業

市
街
地
再
開
発
事
業



良
好
で
健
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
た
め
、
都
市
基
盤
が
未
整

備
な
市
街
地
に
つ
い
て
、
道
路
、
公
園
な
ど
の
公
共
施
設
の
整
備

改
善
と
不
整
形
な
宅
地
の
整
形
化
を
行
い
、
宅
地
の
利
用
増
進
を

図
っ
て
い
ま
す
。

県
内
事
業
中
箇
所
：
１
１
市
町

２
６
箇
所

７
７
７
ｈ
ａ

交通混雑状況

土
地
区
画
整
理
事
業

事業概要 県の取組

土地区画整理組合等が施行する土地区画
整理事業が円滑に執行されるよう、国の交
付金と併せた県補助金の交付、及び技術的
支援を行っています。

浜名湖西岸土地区画整理事業

至 国道１号

浜名湖西岸地区は津波被害の恐れがない
標高30m以上の高台にあり、土地区画整理
事業により工業用地の造成と国道１号への
アクセスとなる都市計画道路大倉戸茶屋松
線を整備を行い、産業立地を促進していま
す。

・施行者：湖西市浜名湖西岸
土地区画整理組合（間接補助）

・規 模：48.6a
・期 間：令和２年度～令和12年度
・事業費：99.9億円
・内 容：都市計画道路整備、区画道路整備、

工業用地の造成等

【写真】
01 浜名湖西岸地区の航空写真
（令和５年11月撮影）
02 都市計画道路大倉戸茶屋松線
（令和５年９月30日一部区間開通）
03 完成予想鳥瞰図

N

至 国道１号



広域景観形成

富士山、伊豆半島、大井川流域・牧之原
大茶園及び浜名湖の４つのエリアで、県と
市町等による広域景観協議会を組織し、行
動計画に基づき屋外広告物の適正化、修景
事業等を実施しています。

高質な公共空間の形成

公共事業における景観形成の留意事項を
まとめた「ふじのくに色彩・デザイン指
針」に基づく公共施設整備を進め、大規模
施設等については、専門家による景観検討
を実施しています。

【写真】
01 ふじのくに回遊式庭園イ
メージ図
02 市町と連携した広域景観形
成の推進
（左・中）伊豆半島の沿道景
観づくり（Before /  After）
（右）大井川流域・牧之原大
茶園の官民連携によるガード
レール塗替え
03 国内外に誇れる高質な公共
空間の形成（Before / After）

ふじのくに景観形成計画

景
観
形
成

本
県
で
は
、
平
成
２
９
年
３
月
に
策
定
し
た
「
ふ
じ
の
く
に
景

観
形
成
計
画
」
に
基
づ
き
、
県
を
挙
げ
て
景
観
施
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

富
士
山
、
伊
豆
半
島
を
は
じ
め
と
し
た
７
つ
の
広
域
景
観
か
ら

な
る
「
ふ
じ
の
く
に
回
遊
式
庭
園
」
を
目
指
す
姿
と
し
て
、
見
て

回
っ
て
楽
し
め
る
景
観
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。



事業概要

現状・課題

• 駅付近に３つしかない既存ガードにおけ
る日常的な交通混雑、豪雨時の通行止め、
緊急車両の通行支障、歩行者・自転車の
移動困難や、踏切における交通遮断

• 鉄道が南北の市街地を分断し、人やモノ
の流動性を阻害

整備効果

• 既存ガードの平面化と13箇所の踏切除却
による周辺道路交通の円滑化

• 鉄道高架化により、駅周辺の流動性が高
まり、南北市街地が一体化

• 高架化で生み出された鉄道施設跡地や高
架下の利活用によるにぎわいの創出

三つ目ガード

あまねガード

沼津駅

沼津駅付近の鉄道を一定区間高架化し、
駅周辺が抱える交通課題の抜本的な解消や
南北市街地の一体化を図ります。

それに合わせた鉄道施設跡地や高架下空
間の有効活用により、にぎわいと魅力にあ
ふれた県東部の拠点形成を促進します。

【写真】
01 将来イメージ

（左）あまねガード
（中）高架下利用
（右）三つ目ガード

02 将来の全体図(イメージ)
03 課題

（左）あまねガードの
自転車押し歩き

（中）三つ目ガードの
大雨冠水

（右）三つ目ガード等の
混雑状況

・規 模 ： 鉄道高架延⾧ 約5.3km
東海道本線 約3.7km
御殿場線 約1.6km

・期 間 ： 平成18年度～令和23年度（予定）
・事業費 ： 1,034億円
・内 容 ： 踏切の除却13箇所

 

Facebook

連
続
立
体
交
差
事
業

鉄
道
を
連
続
的
に
高
架
化
す
る
こ
と
で
複
数
の
踏
切
を
一
挙
に

除
却
し
、
周
辺
道
路
を
整
備
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
交
通
の

円
滑
化
や
線
路
で
分
断
さ
れ
た
市
街
地
の
一
体
化
を
図
り
、
さ
ら

に
高
架
下
空
間
等
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
で
、
都
市
活
動
の
活
性

化
を
促
進
し
ま
す
。

沼津駅付近連続立体交差事業



事業概要

都市計画道路焼津広幡線は、清水港から
国道150号を経由し東名高速道路焼津ＩＣや
新東名高速道路藤枝岡部ＩＣなどにアクセ
スする重要物流道路に指定されている主要
な幹線道路です。

現状・課題

• 東名焼津ＩＣのアクセス道路であり、沿
道には運送業やサービス業の店舗が多く
立地し、通過交通や沿道アクセス車両で
交通渋滞が慢性化

• 歩道が整備されておらず自転車・歩行者
が通行する際の安全が未確保

• 前後区間は４車線で整備済であり、本区
間のみ未整備でボトルネック化

整備効果

• ４車線化による交通混雑の解消
• 歩道整備による安全で快適な歩行空間の

創出
• 平常時・災害時を問わない安定的で円滑

な物流基盤の確保

【写真】
01 全体平面図
02 本道路の渋滞状況
03 本道路の完成イメージ

・規 模 ： 延⾧900ｍ（幅員27ｍ）
・期 間 ： 平成28年度～令和10年度（予定）
・事業費 ： 83億円
・内 容 ： ４車線、両側歩道

都市計画道路 焼津広幡線

街
路
整
備
事
業

ま
ち
な
か
の
交
通
の
円
滑
化
と
沿
道
土
地
利
用
の
促
進
を
図
り
、

併
せ
て
都
市
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、

良
好
な
都
市
環
境
を
形
成
し
、
安
全
安
心
で
機
能
的
な
都
市
活
動

に
寄
与
す
る
た
め
、
都
市
計
画
道
路
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

県
内
施
行
箇
所
：
２
０
市
町

４
１
路
線

５
５
箇
所



交通混雑状況

事業概要

狩野川流域の水質保全や地域住民の快適
な生活環境を確保するため、関連市町と連
携した下水道整備・接続を行うとともに、
施設の改築更新及び耐震対策を実施してい
ます。

整備状況

東部処理区は、昭和60年に供用を開始し
て処理能力は54,000ｍ3/日、西部処理区は、
平成６年に供用を開始して処理能力は
81,000ｍ3/日となっている。

整備効果

令和４年度末の汚水処理人口普及率は、
東部処理区が84.3%、西部処理区が70.3%と
なっており、生活環境の改善と公共用水域
の水質保全に寄与している。

沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 消毒設備
砂や大きなごみを
取り除く

小さなごみを沈殿させ
る

微生物のはたらきにより
汚れを大きな固まり（汚
泥）にする

汚れの固まり（汚泥）と上
澄み液を分離させる

上澄み液を消毒し河川
に放流する

下水処理場の仕組み

N

N

下水道マスコットキャラクター

「スイスイ」

【写真】
01 流域下水道区域
02 西部浄化センター
03 見学会の様子
04 下水処理場の仕組み（イ
メージ）

東部浄化センター

西部浄化センター

下
水
道
事
業

県
が
管
理
す
る
流
域
下
水
道
は
、
狩
野
川
流
域
下
水
道
の
１
流

域
２
処
理
区
で
す
。
こ
の
う
ち
、
東
部
処
理
区
は
、
２
市
１
町

（
伊
豆
市
、
伊
豆
の
国
市
、
函
南
町
）
、
西
部
処
理
区
は
、
３
市

２
町
（
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野
市
、
清
水
町
、
長
泉
町
）
の
汚

水
を
処
理
し
て
い
ま
す
。

狩野川流域下水道事業



現状・課題

家庭の台所、洗濯、風呂やトイレなどか
ら流す生活排水は、下水道や合併処理浄化
槽などの排水処理施設によりきれいな水に
処理された後、河川などに放流されていま
す。しかし、単独処理浄化槽は、台所、洗
濯や風呂などの生活雑排水を処理できない
ため、河川などの水質悪化の原因となって
います。

現在、県内には約26万基もの単独処理浄
化槽が設置されており、合併処理浄化槽へ
の転換の促進が課題となっています。

県の取組

市町に対して、合併処理浄化槽への転換
などに係る技術支援を行っています。また、
転換の場合は、新設よりも手厚く助成し、
転換に積極的な市町を財政的に支援してい
ます。更に、令和元年度からは転換に伴う
宅内配管工事についても助成の対象とする
など、転換促進の一層の強化を図っていま
す。

２７ｇ １３ｇ

【写真】
01 浄化槽の種類と処理効果
02 単独処理浄化槽の流末の
状況
03 合併処理浄化槽の設置例

合併処理浄化槽への転換促進

浄
化
槽
整
備
事
業

生
活
排
水
に
よ
る
河
川
な
ど
の
公
共
用
水
域
の
水
質
汚
濁
を
防

止
す
る
た
め
、
浄
化
槽
法
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
設
置
者
は
、
既
に

設
置
し
て
い
る
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転

換
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

県
で
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換

の
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。



交通混雑状況

事業概要

現状・課題

【写真】
01 浜名湖ガーデンパーク
02 小笠山総合運動公園
03 静岡県富士山こどもの国
04 草薙総合運動場
05 遠州灘海浜公園（篠原地
区）の公園整備プラン

整備効果

公
園
事
業

県営都市公園の管理・整備事業

Facebook

草薙総合運動場、愛鷹広域公園、小笠山
総合運動公園、富士山こどもの国、吉田公
園、遠州灘海浜公園（中田島北地区)、浜名
湖ガーデンパークの県営都市公園の運営に
必要な施設・設備の修繕等を実施します。

また、遠州灘海浜公園（篠原地区）につ
いては、野球場を中心としたスポーツやレ
クリエーションを通じて、幅広い年齢層の
県民が健康づくりに取り組むことができる
公園の整備を目指しています。

公園の利用者に、安心・安全・快適を提
供し、利用サービスの向上を図ります。

また、遠州灘海浜公園（篠原地区）につ
いては、「みんなが楽しめる健康・スポー
ツ公園」として、新たなスポーツ拠点とな
り周辺地域が賑わうことを期待しています。

７箇所の県営都市公園の施設では、経年
による不具合が増加しています。

また、遠州灘海浜公園（篠原地区）の整
備については、事業実施に向け国の事業認
可を取得し、用地調査・用地取得を進めて
いきます。

県
で
は
、
７
箇
所
の
県
営
都
市
公
園
に
て
、
都
市
の
緑
と
ス

ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
創
出
を
図
る
た
め
、
県
営

都
市
公
園
の
管
理
運
営
・
維
持
補
修
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
遠
州
灘
海
浜
公
園
（
篠
原
地
区
）
に
つ
い
て
は
、

幅
広
い
年
齢
層
の
県
民
が
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
出
来

る
公
園
を
整
備
し
て
い
き
ま
す
。



データの公開

３Ｄ都市モデルの利活用 データの公開

３Ｄ都市モデルおよび都市計画基礎調査
の結果を、サイトで一般に公開しています。

• 窓口訪問不要、自治体が保有している
データをいつでも無償で取得可能

• 都市分野だけでなく、浸水想定シミュ
レーション等の防災分野でも利用可能

【写真】
01  ３Ｄ都市モデル建築物の
属性情報（県庁舎の詳細情報
を表示させた場合）
※「PLATEAU」HPより一部
加工
02 伊豆市内の３Ｄ都市モデル
（左）と想定最大規模の浸水
想定の重ね合わせ（右）

県の他局が作成した３Ｄ都市モデルに、
用途地域や建物高さといった都市計画基礎
調査の結果等の都市計画情報を付与してい
ます。

このことによって、土地利用の現状を視
覚的に把握することができます。

PLATEAU

Ｇ空間
情報センター

３Ｄ都市モデルと都市計画情報の連携

都
市
の
Ｄ
Ｘ
化
に

向
け
た
取
組

静
岡
県
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
Ｄ
Ｘ
化
し
て
い
く
た
め
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
「
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｕ
（
プ
ラ
ト
ー
）
」
に
参
加
し
、

３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
の
整
備
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
を
し
て
い
ま
す
。

３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
は
都
市
計
画
基
本
図
と
標
高
値
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
も
の
で
、
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｕ
で
は
、
こ
の
デ
ー
タ
を
活
用

し
た
様
々
な
事
例
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

このエリア内に画像を収めてください（左右を
めいっぱい使って）

ＱＲコードを修正しておいてください。

ふじのくに
オープンデータカタログ



美しい“ふじのくに”インフラビジョン
本県のインフラ整備の“羅針盤”として、県土づくりやインフラ整備の方向性

などをわかりやすく示す、「美しい“ふじのくに”インフラビジョン」を令和4年
3月に策定し、インフラの整備を進めています。

静岡県交通基盤部都市局では、若手職員16名による若手広報チーム「URBAN 
Timez」を結成し、職員一人ひとりが広報担当であるという意識で、都市局の
取組やイベント情報等を発信しています。

HP

HP

関連ウェブサイト

HP

YouTube

静岡どぼくらぶ
「静岡どぼくらぶ」は、静岡県の未来をともに考え、土木の現場でつながる

広いサークルです。やりがいや誇りを持てる土木の仕事の魅力を伝えるため、
分かりやすい動画の作成やメンバーが開催するイベントのサポート等を行って
います。

URBAN Timez





URBAN Timez

静岡県交通基盤部都市局
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号
（編集）都市計画課 TEL 054-221-3062 FAX 054-221-3640

※ 本紙に掲載の情報は、発行時点におけるものであり、 変更している場合があります。

（令和６年４月 発行）


